
財
源
、改
正
旅
行
業
法
、イ
ン
バ
ウ
ン
ド
、民
泊

イ
ン
バ
ウ
ン
ド

民
　
泊

観
光
振
興
財
源

改
正
旅
行
業
法

「
儲
か
ら
な
い
」着
地
型

普
及
促
進
つ
な
が
る
か

地
方
が
主
役
の
誘
客
へ

競
争
力
の
強
化
が
課
題

新
法
が
６
月

日
施
行

制
限
条
例
制
定
に
注
目

焦　　２０１８年　　点
出
国
税
と
宿
泊
税
注
目

使
途
の
明
確
化
が
必
要

（５） 第２９２１号第３種郵便物認可２０１８年（平成３０年）１月１日（月曜日）

　
２
０
１
７
年
の
観
光
業
界
で

話
題
と
な
っ
た
民
泊
や
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
…
。

年
は
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
。
記
者
が
独
断
と
偏

見
で
予
測
し
て
み
た
。

　
２
０
１
７
年
の
訪
日
外
国
人
旅

行
者
数
は
、
過
去
最
高
の
２
８
０

０
万
人
に
達
す
る
見
通
し
だ
。


年
に
年
間
１
千
万
人
を
突
破
し
た

後
は
年
々
、
堅
調
な
伸
び
を
示
し

て
い
る
。
た
だ
、
課
題
と
な
っ
て

い
る
の
が
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の

地
方
へ
の
誘
客
拡
大
だ
。

　
観
光
庁
の
統
計
に
よ
る
と
、


年
（
年
間
確
定
値
）
の
外
国
人
延

べ
宿
泊
者
数
の

都
市
・
地
方
構

成
比
は
、
三
大

都
市
圏（
東
京
、

神
奈
川
、千
葉
、

埼
玉
、
愛
知
、

大
阪
、京
都
、兵
庫
の
８
都
府
県
）

が

％
、
地
方
部
（
三
大
都
市
圏

以
外
）
が

％
。
都
市
部
へ
の
偏

り
が
目
立
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
外
国
人
延
べ
宿
泊
者
数

の
上
位

都
道
府
県
（
①
東
京
②

大
阪
③
北
海
道
④
京
都
⑤
沖
縄
⑥

千
葉
⑦
福
岡
⑧
愛
知
⑨
神
奈
川
⑩

静
岡
）
の
合
計
は
、
全
体
の

％

を
占
め
て
い
る
。
三
大
都
市
圏
以

外
で
は
北
海
道
、沖
縄
、福
岡
、静

岡
が
入
っ
て
い
る
が
、外
国
人
旅

行
者
が
多
い
地
域
と
、
そ
う
で
な

い
地
域
の
差
は
ひ
ら
い
て
い
る
。

　
政
府
は
、
「
地
方
創
生
」
に
向

け
て
地
方
へ
の
誘
客
拡
大
を
重
視

し
て
い
る
。
観
光
振
興
の
中
長
期

の
目
標
や
施
策
を
示
し
た
「
明
日

の
日
本
を
支
え
る
観
光
ビ
ジ
ョ

ン
」
に
は
、
外
国
人
延
べ
宿
泊
者

数
の
地
方
部
比
率
を

年
に

％

に
、

年
に
は
三
大
都
市
圏
を
逆

転
し
て

％
に
引
き
上
げ
る
目
標

を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
地

方
部
の
外
国
人
延
べ
宿
泊
者
数
を


年
に
は
現
状
の
約
３
倍
に
相
当

す
る
７
千
万
人
泊
、

年
に
は
１

億
３
千
万
人
泊
を
目
指
す
。

　
外
国
人
旅
行
者
を
誘
致
す
る
に

は
、
各
地
域
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競

争
力
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
地
方

誘
客
へ
の
提
言
と
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
観
光
開
発
機
構
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・

マ
ン
テ
イ
氏
は
、

年
９
月
の
ツ

ー
リ
ズ
ム
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
ジ
ャ
パ
ン
・

訪
日
旅
行
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
「
地

方
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
大

事
。
多
様
性
が
力
に
な
る
」
「
ス

キ
ー
、
ワ
イ
ン
な
ど
、
地
域
は
何

ら
か
の
テ
ー
マ
を

持
ち
、
そ
の
分
野

で
世
界
ト
ッ
プ
３

の
観
光
地
を
目
指

す
べ
き
」
と
指
摘

し
た
。

　
日
本
の
地
方
に
は
本
来
そ
れ
ぞ

れ
に
個
性
が
あ
り
、
ス
ノ
ー
リ
ゾ

ー
ト
、温
泉
地
、農
山
漁
村
な
ど
、

優
れ
た
観
光
資
源
も
多
く
あ
る
。

受
け
入
れ
環
境
整
備
や
情
報
発
信

を
強
化
す
れ
ば
、
世
界
的
な
観
光

地
と
肩
を
並
べ
る
こ
と
は
十
分
に

可
能
だ
。
２
０
２
０
年
に
向
け
て

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
主
役
は
地
方
で

あ
る
べ
き
だ
。
　
　
【
向
野
悟
】

　
２
０
１
７
年
５
月

日
に
法
案

が
成
立
し
た
「
旅
行
業
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」
が
１
月
４
日

か
ら
施
行
さ
れ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン

ト
の
一
つ
は
、
ラ
ン
ド
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
の
規
制
。
き
っ
か
け
は
２
０

１
６
年
１
月

日
に
起
き
た
軽
井

沢
ス
キ
ー
バ
ス
事
故
で
、
ラ
ン
ド

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
だ
。
こ
れ
ま
で
規
制
の
対
象

外
だ
っ
た
ラ
ン

ド
オ
ペ
レ
ー
タ

ー
に
対
す
る
規

制
の
在
り
方
に

つ
い
て
検
討
さ

れ
て
き
た
。

　
今
回
の
業
法
改
正
で
、
ラ
ン
ド

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
「
旅
行
サ
ー
ビ

ス
手
配
業
者
」
と
位
置
付
け
、
登

録
制
度
を
創
設
。管
理
者
の
選
任
、

書
面
交
付
な
ど
の
義
務
付
け
、
悪

質
業
者
へ
の
登
録
取
り
消
し
な
ど

を
行
い
、
旅
行
の
安
全
・
安
心
、

旅
行
者
の
利
便
な
ど
を
確
保
す

る
。
こ
の
規
制
に
よ
っ
て
痛
ま
し

い
旅
行
の
事
故
が
二
度
と
起
こ
ら

な
い
こ
と
を
願
う
。

　
ポ
イ
ン
ト
の
も
う
一
つ
が
、
旅

行
業
務
取
扱
管
理
者
の
改
正
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
を
巡
る
体
験

・
交
流
型
の
着
地
型
旅
行
を
促
進

さ
せ
る
の
が
狙
い
だ
。

　
着
地
型
旅
行
を
取
り
扱
う
地
域

限
定
旅
行
業
へ
の
参
入
を
促
進
す

る
た
め
、
地
域
に
限
定
し
た
知
識

の
み
で
取
得
で
き
る
地
域
限
定
旅

行
業
務
管
理
者
の
資
格
制
度
を
創

設
。
併
せ
て
、
地
域
限
定
旅
行
業

者
に
限
り
、
１
人
の
旅
行
業
務
管

理
者
が
複
数
の
営
業
所
を
兼
務
す

る
こ
と
を
解
禁
す
る
。
営
業
エ
リ

ア
は
営
業
所
の
あ
る
市
町
村
と
隣

接
す
る
市
町
村
と
し
た
。

　
地
域
の
魅
力
を
よ
く
知
る
地
元

関
係
者
の
手
に
よ
る
着
地
型
旅
行

に
つ
い
て
は
、
全
国
旅
行
業
協
会

（
Ａ
Ｎ
Ｔ
Ａ
）
や
株
式
会
社
全
旅

の
主
導
の
も
と
、
全
国
の
中
小
旅

行
会
社
が
そ
の
普
及
に
努
力
し
て

い
る
。
し
か
し
、
思
う
よ
う
に
進

ま
な
い
。
理
由
は
明
白
。
値
段
が

安
く
、
集
客
数
も
少
な
い
着
地
型

商
品
は
、
旅
行
会
社
に
と
っ
て

「
儲
か
ら
な
い
」
か
ら
だ
。

　
観
光
庁
で
は
、
業
法
改
正
に
よ

っ
て
地
域
の
旅
館
・
ホ
テ
ル
や
観

光
協
会
、
日
本
版

Ｄ
Ｍ
Ｏ
な
ど
が
地

域
限
定
旅
行
業
へ

の
参
入
を
し
て
く

れ
る
こ
と
を
狙

う
。
こ
れ
ら
の
担

い
手
は
、
旅
行
客
が
周
遊
、
滞
在

し
て
く
れ
る
こ
と
で
メ
リ
ッ
ト
を

得
ら
れ
る
。
だ
が
、
儲
か
ら
な
い

事
業
に
ど
こ
ま
で
力
を
入
れ
る

か
。
日
本
版
Ｄ
Ｍ
Ｏ
も
地
域
の

「
稼
ぐ
力
」
を
引
き
出
す
「
観
光

地
経
営
」
が
テ
ー
マ
だ
。

　
着
地
型
旅
行
が
筋
書
通
り
に
普

及
す
る
か
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
【
板
津
昌
義
】

　
２
０
１
７
年
に
話
題
を
集
め
た

の
が
観
光
関
連
税
と
も
い
え
る
出

国
税（
仮
称「
国
際
観
光
旅
客
税
」）

と
宿
泊
税
だ
。
宿
泊
税
は
自
治
体

マ
タ
ー
だ
が
、
出
国
税
は
国
税
と

な
る
だ
け
に
、
国
民
の
理
解
が
得

ら
れ
る
よ
う
使
途
を
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
。

　
出
国
税
は

年
夏
頃
か
ら
急
浮

上
し
、
導
入
は
観
光
庁
の
有
識
者

会
議
（
次
世
代

の
観
光
立
国
実

現
に
向
け
た
観

光
財
源
の
あ
り

方
検
討
会
）
の

議
論
を
経
て
提

案
さ
れ
た
。
政
府
・
与
党
は
前
向

き
に
受
け
止
め
、

月

日
決
定

し
た

年
度
与
党
税
制
改
正
大
綱

に
盛
り
込
ま
れ
た
。
東
京
五
輪
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
控
え
る

年

１
月
に
導
入
さ
れ
る
。

　
国
税
の
創
設
と
し
て
は
、
土
地

バ
ブ
ル
対
策
で
１
９
９
２
年
に
導

入
さ
れ
た
「
地
価
税
」
以
来
と
な

る
。
そ
れ
だ
け
新
税
導
入
は
ま
れ

な
の
だ
。

　
税
の
徴
収
を
喜
ぶ
人
は
そ
う
は

い
な
い
。
使
い
道
や
金
額
が
具
体

的
に
見
え
な
い
ま
ま
導
入
さ
れ
れ

ば
、
批
判
を
免
れ
な
い
。
巡
り
巡

っ
て
、
そ
の
矛
先
が
観
光
業
界
に

向
か
う
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。

「
観
光
業
界
だ
け
が
潤
っ
て
い
る

の
で
は
」
と
思
わ
れ
る
と
困
っ
た

事
態
に
な
る
。

　
出
国
税
は
日
本
人
、
外
国
人
に

関
係
な
く
１
人
１
回
の
出
国
に
つ

き
千
円
を
航
空
運
賃
な
ど
に
上
乗

せ
し
て
徴
収
さ
れ
そ
う
。

年
１

年
間
の
訪
日
客
と
日
本
人
の
出
国

者
計
約
４
千
万
人
か
ら
１
人
千
円

を
徴
収
す
れ
ば
税
収
は
約
４
０
０

億
円
と
な
る
計
算
。
観
光
庁
の
年

間
予
算
を
は
る
か
に
上
回
る
額
と

な
る
。
図
ら
ず
も
、
観
光
庁
の
低

予
算
ぶ
り
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た

格
好
だ
。

　
税
収
は
出
入
国
手
続
き
の
円
滑

化
や
訪
日
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
強

化
な
ど
に
充
て
る
と
さ
れ
る
が
、

旅
行
会
社
や
航
空
会
社
の
負
担
も

増
え
る
だ
け
に
、
そ
の
へ
ん
も
視

野
に
入
れ
た
使
い
道
を
考
え
て
も

ら
い
た
い
。

　
宿
泊
税
は
、
東
京
都
が
先
陣
を

切
っ
て

年

月

か
ら
徴
収
を
は
じ

め
た
が
、

年
に

は
大
阪
府
が
導
入

し
、
京
都
市
が


年

月
頃
の
導
入

を
表
明
し
た
こ
と
か
ら
に
わ
か
に

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
民
泊
へ
の
対
応
と
も
相
ま
っ

て
、
京
都
市
の
成
果
を
見
守
っ
て

い
き
た
い
。

　
宿
泊
税
は
北
海
道
や
金
沢
市
、

最
近
で
は
長
野
県
白
馬
村
な
ど
で

も
導
入
を
検
討
し
て
い
る
と
い
わ

れ
、
動
き
は
ま
す
ま
す
活
発
化
し

そ
う
だ
。
　
　
　
【
内
井
高
弘
】

　
一
般
の
住
宅
に
有
料
で
旅
行
客

ら
を
泊
め
る
民
泊
を
全
国
で
解
禁

す
る
住
宅
宿
泊
事
業
法
（
民
泊
新

法
）が
６
月

日
に
施
行
さ
れ
る
。

旅
館
業
界
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き

な
の
は
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定

都
市
、
保
健
所
を
設
置
す
る
区
市

が
民
泊
を
制
限
す
る
条
例
を
ど
れ

だ
け
制
定
す
る
か
だ
。

　
民
泊
新
法
は
、
訪
日
外
国
人
客

の
増
加
で
宿
泊

施
設
の
不
足
が

懸
念
さ
れ
る

中
、
民
泊
を
こ

れ
ら
の
客
の
受

け
入
れ
先
と
し

て
認
め
る
一
方
、
行
政
が
そ
の
実

態
を
正
し
く
把
握
す
る
の
が
狙

い
。

　
既
に
政
府
の
規
制
改
革
の
一
環

で
、
国
家
戦
略
特
区
内
で
の
「
特

区
民
泊
」
が
東
京
都
大
田
区
と
大

阪
府
、
大
阪
市
、
北
九
州
市
、
新

潟
市
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
旅
館

業
法
上
の
営
業
許
可
を
受
け
て
い

な
い
「
ヤ
ミ
民
泊
」
も
特
区
外
の

都
市
部
な
ど
で
横
行
。
夜
中
の
騒

音
や
ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
ご
み
出

し
、
公
共
ス
ペ
ー
ス
で
の
不
審
な

行
動
な
ど
、
地
域
住
民
の
安
寧
な

生
活
環
境
を
脅
か
す
事
案
が
散
見

さ
れ
て
い
る
。

　
民
泊
新
法
で
は
、
民
泊
営
業
を

行
う
者
に
は
都
道
府
県
知
事
へ
の

届
け
出
、
施
設
の
管
理
を
民
泊
営

業
者
か
ら
受
託
し
た
管
理
業
者
に

は
国
土
交
通
省
、
サ
イ
ト
な
ど
の

仲
介
業
者
に
は
観
光
庁
へ
の
登
録

を
義
務
付
け
る
。
行
政
が
民
泊
利

用
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
民

泊
営
業
を
行
う
者
に
自
治
体
へ
の

２
カ
月
ご
と
の
利
用
状
況
報
告
も

省
令
で
義
務
付
け
て
い
る
。な
お
、

届
け
出
な
ど
の
準
備
行
為
は
法
律

の
施
行
に
先
駆
け
て
３
月

日
に

開
始
さ
れ
る
。

　
法
律
で
は
民
泊
営
業
を
年
間
１

８
０
日
以
下
に
規
定
。
そ
し
て
地

域
の
事
情
に
よ
り
都
道
府
県
な
ど

が
条
例
で
、
こ
の
日
数
を
さ
ら
に

短
縮
し
た
り
、
営
業
で
き
る
区
域

を
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
を
認
め

て
い
る
。

　
既
に
各
自
治
体
が
こ
の
条
例
制

定
を
検
討
し
て
い
る
。
第
１
号
と

し
て
東
京
都
大
田
区
が

月
８

日
、
住
居
専
用
地

域
や
工
業
地
域
で

の
民
泊
営
業
を
禁

止
す
る
条
例
を
区

議
会
で
可
決
成
立

さ
せ
た
。
民
泊
新

法
施
行
に
合
わ
せ
て
６
月

日
に

施
行
す
る
。
こ
の
ほ
か
東
京
の
他

の
区
や
京
都
市
、
北
海
道
で
も
条

例
の
制
定
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　
旅
館
業
界
は
地
域
の
安
心
、
安

全
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
こ
れ
ら

の
条
例
制
定
を
促
す
陳
情
活
動
を

各
地
で
展
開
し
て
お
り
、
今
後
も

そ
の
活
動
に
注
力
す
る
方
針
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
【
森
田
淳
】


